
ケアハウス「小咲園」管理規程 

社会福祉法人 山桜会 

 

この規程は、「小咲園」及び「入居者」がその摘要を受ける。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、当施設の管理運営について必要な事項を定め、業務の適正且つ円滑な執行と老

人福祉の理念に基づき、入居者の生活の安定並びに生活の充実を図ることを目的として定める。 

 

（管理運営方針） 

第２条 当施設の管理運営については、ケアハウスが居宅であることを踏まえつつ、高齢者の特性に

配慮した住み良い住居を提供し、入居者の自主性の尊重を基本として、入居者が明るく心豊かに生

活できるよう配慮していくものとする。 

 

（定員） 

第３条 当施設の定員は、１５名とする。 

 

(利用資格) 

第４条 年齢は、原則として６０歳以上であること。但し、夫婦の場合はいずれか一方が６０歳以上

であればこの限りではない。 

２ 自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不

安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者。 

３ 伝染病疾患及び精神的疾患等を有せず、且つ問題行動を伴わない者で共同生活に適応できる者。 

４ 各種サービスを利用することにより、自立した日常生活を送れる者。 

５ 生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等があり、所定の利用料が負担できる者。 

 

（職員及び職務） 

第５条 当施設は、国の定める「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」に示された所定の職

員を配置し、職員は当施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。 

 

（入居） 

第６条 入居を希望する者は、次に揚げる書類を施設長に提出しなければならない。 

（１）入居申込書 

（２）住民票 

（３）所得証明書 

（４）身元保証人届 

（５）健康診断書（診療情報提供書） 

 

 



２ 施設長は、入居申込者の入居の可否について判断し、面接日から、２０日以内に入居の不可につ

いて連絡するものとする。 

３ 入居に当たっては、入居申込者及び身元保証人と施設長とが入居契約書をもって入居契約を取り

交わすものとし、又契約書に付随して、本管理規程についても詳細を入居申込者に説明するものと

する。 

 

（利用料） 

第７条 入居者は、別紙「ケアハウス小咲園 基本利用料」に定める基本利用料及び冬期加算額、電

化製品利用料（該当者のみ）を毎月２７日に指定口座より自動引落により支払うものとする。２７

日が金融機関の休日の場合は翌営業日に自動引落とする。 

２ 入居者は、入居又は退去にともない、１ヶ月に満たない期間利用した場合の利用料は全額納入す

るものとし、生活費については日割り計算によって清算するものとする。 

      計算式 ：  生活費  × （ 在居日数 ／ 当月分の日数 ） 

３ 事務費の減額を希望する者は、入居時及び翌年度以降１回、入居者自身の収入等に関する資料を

添付し、施設長に対して申請を行うものとする。 

 

（入院・外泊時の生活費） 

第８条 入院及び外泊時（１ヶ月通算２０日以上に及ぶ場合）における生活費については、日割り計

算によって清算するものとする。計算式は、前条第２項を準用する。 

 

（専用居室） 

第９条 居室の清掃、日常的な維持管理は入居者が行うものとする。又、居室のゴミ、廃棄物等につ

いては、入居者が定められた場所まで運搬することを原則とする。 

２ 居室において、石油ストーブ等火気類の使用は、安全面から使用しないものとする。  

 

（共用施設・設備） 

第１０条 共用施設・設備の利用時間や生活ルールなどは、施設長と運営懇談会（第２４条）との間

で協議の上決定するものとする。 

２ 入居者は、共用施設・設備等、専用居室以外の決められた場所に私物を置いてはならない。 

３ 共用施設・設備の清掃、維持管理は職員が行うものとする。 

 

（食事の提供） 

第１１条 入居者に対して、毎日栄養士の献立によるバランスを考慮し、高齢者の健康に考慮した食

事を３食提供するものとする。尚、特に医師の指示がある場合には、その指示に基づき特別の食事

を提供する。 

２ 食事の時間は次の通りとする。 

（１） 朝食時間    ７：３０ ～   ８：１０ 

（２） 昼食時間   １１：３０ ～ １２：１０ 

（３） 夕食時間   １７：３０ ～ １８：１０ 

３ 予め欠食する旨の連絡があった場合は、食事を提供しなくてもよいものとする。 



 

４ 食事の場所は原則として食堂とする。但し、入居者が自分自ら又は自分の管理のもとに運搬し、

且つ前項に揚げる時間内に食器を返却する場合は、居室で食事を摂ることは差し支えない。 

 

（入浴の準備） 

第１２条 入浴は隔日以上とし、職員が入浴の準備を行う。 

２ 入浴の時間は１３：００～１６：００までとする。 

３ 入浴に際しては、他の利用者も利用することを考え、清潔の維持に留意する。 

４ 入居者は、伝染性の疾患等の疑いがある場合は速やかに職員に相談し、その指示に従うものとす

る。 

 

（生活相談と助言） 

第１３条 職員は、入居者から生活全般について相談を受けた場合は、誠意を持って対応し適切な助

言を行う。又、必要に応じて各種サービス等との十分な連携を図り、その有効な利用について積極

的に援助を行うものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第１４条 入居者は、身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、

昼夜を問わずナースコール等で職員の対応を求めることができる。 

２ 職員は、ナースコール等で緊急の対応の要請があった時は、速やかに適切な対応をするものとす

る。 

３ 入居者は、予め近親者等緊急連絡先を届け出ている場合は、医療機関への連絡と共にその緊急連

絡先へも速やかに連絡する。 

 

（在宅福祉サービスの利用援助） 

第１５条 入居者が、日常生活上の援助及び特別な介護を必要とする状態になった場合は、外部の在

宅福祉サービスが導入できるよう所要の措置をとるものとする。この場合の経費は、入居者の負担

とする。 

２ 前項の場合、利用は入居者自身の判断で行うものとし、施設長は利用についての責任を負わない。 

 

（自主活動への協力） 

第１６条 入居者は、施設の共用設備を使って自由に趣味・教養活動やクラブ活動、行事等を行うこ

とができる。この場合の経費は、入居者の負担とする。 

２ 前項の場合、職員は自主活動の主旨を損なわない範囲で助言や援助を行うことができる。 

 

（保健衛生） 

第１７条 入居者の定期健康診断は年１回以上行い、その記録を保存する等日常における健康管理に

配慮する。 

２ 入居者に対し、随時保健衛生知識の普及・指導を行うものとする。 

 



 

（外泊） 

第１８条 外泊する時は、事前に「外泊届」を施設長に届け出るものとする。 

 

（部外者の利用） 

第１９条 部外者を宿泊させるときは施設長に届け出るものとする。但し、一時的な疾病等による看

護又は介護が必要になった場合は、施設長と入居者が協議してその期間を定める。 

２ 部外者に対する食事は、３日前までに施設長に届け出れば提供する。但し、この場合の経費は、

入居者の負担とする。 

 

（災害・非常時への対応） 

第２０条 非常災害時に対して、具体的な防災計画・避難計画等をたて、入居者も参加した訓練を年

２回以上実施する。 

２ 入居者は、健康上又は防災等の緊急事態の発生に気付いた時は、ナースコール等最も適切な方法

で職員まで事態の発生を知らせる。 

 

（小動物の飼育） 

第２１条 入居者は、個室又は共用設備内若しくは敷地内において、犬、猫その他の動物を飼育して

はならない。 

 

（政治・宗教活動の禁止） 

第２２条 当施設は、一切の政治活動及び宗教活動を行わない。 

２ 入居者は、専用居室以外の場において一切の政治活動及び宗教活動をしてはならない。又、他の

入居者にそれらの活動への参加を強要してはならない。 

 

（身体拘束を行う際の手続き） 

第２３条 施設は、緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う際には、次に掲げる手続きを踏むことと

する。 

（１）身体拘束の必要性を確認 

緊急やむを得ない場合とは 

①切 迫 性：本人や他の利用者等の生命・身体に危険が及ぶ可能性が高い場合 

②非代理性：身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと。 

③一 時 性：身体拘束は一時的なものであること。（期間は長くて 1か月） 

（２）実施しようとするケアが身体拘束にあたるかを「身体拘束適正化委員会」などのチームで確認

する。 

（３）身体拘束の必要な理由・方法・時間（帯）・期間などについて検討・判断し、身体拘束に関す

る説明書にできるだけ詳しく記入する。 

（４）説明書に基づき、本人や家族に説明し、同意書の確認印をいただく。 

（５）ケアを実施し、要件に該当しなくなった場合、すみやかに解除する。 

（６）再検討し、「身体拘束に関する説明書・経過観察」に記録する。 



（７）身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第２４条 施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。 

（１）責任者を選定する。（主任生活相談員） 

（２）虐待防止及び身体拘束のための指針を整備する。 

（３）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員

に周知徹底を図る。 

（４）虐待を防止するための職員に対する研修を定期的に実施する。（年２回以上） 

（５）虐待等に対する相談窓口を設置する。 

（６）その他、虐待防止のために必要な措置を講じる。 

２ 施設は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するも

のとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１１年１２月１日から施行する。 

令和 ５年１２月１日一部改正 

令和 ６年 ４月１日一部改正 


